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別添（別記様式第２号） 

浜の活力再生広域プラン 

令和４～８年度 

（第２期） 

１ 広域水産業再生委員会 

組織名 青森県太平洋南部広域水産業再生委員会 

代表者名 会長 尾崎 幸弘（八戸みなと漁業協同組合代表理事組合長） 

広域委員会の

構成員 

・八戸みなと漁協水産業再生委員会（八戸みなと漁業協同組合、八戸市）

・三沢市地域水産業再生委員会（三沢市漁業協同組合、三沢市）

・階上漁業協同組合

・百石町漁業協同組合

・市川漁業協同組合

・八戸鮫浦漁業協同組合

・八戸市南浜漁業協同組合

・青森県三八地域県民局地域農林水産部三八地方水産事務所

・おいらせ町

・階上町

オブザーバー ・八戸漁業指導協会

対象となる地

域の範囲及び

漁業の種類 

青森県三沢市、おいらせ町、八戸市、階上町の沿岸地域（三沢市、百石町、

市川、八戸みなと、八戸鮫浦、八戸市南浜及び階上の７漁業協同組合の地区） 

小型いか釣漁業 （ 31 名） 中型いか釣漁業 （  3 名） 

小型底曳網漁業 （  1 名） 定置網漁業 （ 27 名） 

ほっき貝雑桁網漁業 （ 82 名） 刺網漁業 （108 名） 

篭漁業 （ 99 名） 延縄漁業 （  3 名） 

一本釣り漁業 （ 69 名） 採介藻漁業 （213 名） 

海藻養殖業 （  7 名） 

※ 漁協調査 R3 年値

２ 地域の現状 

（１）地域の水産業を取り巻く現状等

当該地域 2 市 2 町には、全国有数の水揚げがある八戸漁港や三沢漁港が立地し、青森県の

漁業生産高の 4 割程を占めている。両港では、小型いか釣や定置網、小型底曳網等の沿岸漁

業の水揚げがあるほか、特定第 3 種漁港である八戸漁港では、大中型まき網や遠洋･沖合底曳

網、大型･中型いか釣等の大型漁業の水揚げもあるなど多様な漁業が営まれており、不漁の変

動を補いやすい漁業地域が形成されてきた。 

しかし、近年のイカ資源の減少に加え、地域の重要資源であるサバ類やマダラ、サケの不漁

が継続し、厳しい水揚げ状況になっている。減少の著しい魚種については魚価が上昇してい

るものの、漁獲数量の減少を補える状況にはなく、生産金額としては減少傾向で推移してい

る。 

漁業生産の縮小に伴い、漁業収入が減少しており、漁業共済に加入している漁業者もいる
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が、今後は、減収を補う別な方法も検討していく必要がある。限られた資源状況下での漁家所

得向上方策の実施が、重要課題となっている。 

（２）その他の関連する現状等

当該地域 2 市 2 町の総人口は、令和 2 年国勢調査によれば 300,336 人で、青森県全体の

24.3％を占める。5 年前に比べ 3.0％減少しているが、青森県全体の 5.4％減少より減少率は

小さい。総世帯数は 128,043 世帯で、県全体の 25.0％を占める。5 年前に比べ 2.9％増加して

おり、人口減少下で世帯分離が継続している。1 世帯平均人員は 2.35 人で県全体の 2.42 人に

対し、少し少人数である。 

産業別の就業人口は、平成 27 年国勢調査によると、第 1 次産業が 6,651 人(4.5%)、うち漁

業が 1,035 人(0.7%)、第 2 次産業が 33,712 人(23.1%)、うち水産加工業が含まれる製造業が

19,196 人(13.1%)、第 3 次産業が 101,903 人(69.7%)となっており、青森県の中では第 2 次産

業と第 3 次産業の比率が大きな地域である。水産業は、前述の漁業や水産加工業の他、卸売・

小売業や運輸業、宿泊･飲食業とつながっており、地域経済に波及をもたらす地場産業となっ

ている。 

交通インフラの整備と状況としては、平成 28 年の北海道新幹線の開業に続き、東日本大震

災後に整備が進展した三陸自動車道が令和 3 年 12 月に全線開通した。また青森市方面と連絡

する第 2 みちのく有料道路の工事は、最後の 1 区間を残すのみとなっている。 

空路については、三沢空港と羽田、伊丹、丘珠の各空港と結ばれている。また、フェリー航

路が、八戸港と苫小牧港及び室蘭港を結んでいる。 

３ 競争力強化の取組方針 

（１）機能再編・地域活性化に関する基本方針

① 前期の浜の活力再生広域プランの評価

② 今期の浜の活力再生広域プランの基本方針

近年の厳しい水産業を取り巻く環境の中で、地域の基幹産業である水産業の競争力を高め

持続性を確保するため、第 1 期プランの取組立案の要因となった地域資源を活用し、取組の
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継続と見直しによる新たな展開を図る。 

生産性・競争力を高める機能再編(分担と連携)の取組を実施し、産地の信頼性を高めると

ともに付加価値化を図りブランド力を強化していく。また、蓄積してきた地域の水産技術に

新たな技術を組合せ、水産製品開発や流通手法の向上を図り、地域活性化につなげていく。 

1)八戸市及び三沢市の高度衛生型荷捌き施設等の効果的活用の促進

漁獲物の取扱い方法及び品質の統一

漁獲物陸揚げ環境の安全性向上

2)付加価値化の促進

神経締め等の新たな鮮度保持技術の導入･普及

消費者・エンドユーザーニーズに応える新たな出荷・販売方法の検討・実践

3)地域連携による総合的なＰＲ、販売促進

販売促進・観光交流拠点の活用と展開

イベントでの水産物のＰＲ、新たな魅力の発信

広く全国的なニーズを捉えた販売方法の開拓 

4)水産資源及び漁場の保全

定置網に入網したクロマグロの混獲回避方策の実施

サケふ化場における種苗確保のための海産親魚の供給促進

ヒラメ、アワビ、ウニの種苗放流の継続実施

ホッキ貝漁場の耕うん・移殖放流の促進

（２）中核的担い手育成に関する基本方針

① 前期の浜の活力再生広域プランの評価（成果及び課題等）
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② 今期の浜の活力再生広域プランの基本方針

競争力強化の取組の高度化と担い手を継続的に確保していくため、即効性のある担い手確

保に取り組むとともに、長期的な観点で後継者を育成する取組を粘り強く実施する。 

1)「中核的担い手」の確保

中核的漁業者の確保と水産業競争力強化の支援制度情報の提供

2)持続可能な収益性の高い操業体制を確立

生産力向上・競争力強化に資する漁船や機器の導入推進

漁業経費の削減と漁業所得又は償却前利益の向上

3)新規漁業就業者の確保・育成

新規漁業就業者の受入れや職場環境の改善

2 市 2 町連携による水産教室や漁業体験を通じた後継者確保

（３）漁獲努力量の削減・維持及び効果に関する担保措置

青森県資源管理計画に基づく休漁、禁漁期等の設定とそれら規制遵守 

 青森県海面漁業調整規則及び共同漁業権行使規則に基づく漁業期間、操業時間、漁獲方法、

漁獲体長の制限の遵守 

（４）具体的な取組内容

１年目（令和４年度） 

取組内容 【八戸市及び三沢市の高度衛生型荷捌き施設等の効果的活用の促進】 

①漁獲物の取扱い方法及び品質の統一

全漁協は、八戸市及び三沢市が開催する品質・衛生管理講習会に漁業者が積

極的に参加するよう、組合員に対して開催情報の提供と参加の働きかけを行

い、品質・衛生管理レベルを向上させる。特に、両市に水揚げを行うおいらせ

町及び階上町の 2 町の漁業者の参加を徹底する。 

高度衛生型荷捌き施設の管理者である八戸市及び三沢市は、卸売業者と連携

し、品質・衛生管理の要点情報の掲示等による周知活動や違反者への指導等を

継続する。 

②漁獲物陸揚げ環境の安全性向上

漁船からの陸揚げや岸壁上での搬送を安全かつ迅速に実施するため、漁港管

理者は、各漁協の要望を踏まえ、岸壁の車止めや救助用梯子の設置、防舷材等

の補修、衛生管理・安全上の阻害要因となる岸壁等の滞水を防ぐための排水路

の補修など、漁港の維持管理を適切に実施する。 

【付加価値化の促進】 

③神経締め等の新たな鮮度保持技術の導入･普及

全構成員は、神経締め及び活魚出荷の導入･普及に向け、技術の概要と効果

を漁業者等に提供する機会を作り、関心の醸成を図る。 

漁業者の着手意欲が高まった漁協では、魚種ごとの神経締めや活魚蓄養の要

点、その後の取扱方法に係る講習会を開催し、漁業者の技術習得を進めるとと

もに神経締めや活魚出荷を試行する。 

④消費者・エンドユーザーニーズに応える新たな出荷・販売方法の検討・実践

八戸みなと漁協、中型いか釣漁業者は、ＩＱＦ(個別急速冷凍)船上真空パッ
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ク品の販売実績の収集と分析を行い、生産・販売拡大に向けた基礎資料を得る。 

【地域連携による総合的なＰＲ、販売促進】 

⑤販売促進拠点の活用・展開

直販施設を運営している八戸みなと漁協、三沢市漁協は、販売内容と売上げ・

経費の実績について、運営の工夫を考慮した形で評価･検証を実施する。施設

間の分析情報の交換により、成果向上に向けた改善策を検討・立案する。 

⑥イベントでの水産物のＰＲ、新たな魅力の発信

全構成員は各々のＰＲイベントの予定情報を広域委員会事務局（以下「事務

局」という。）に提供し、事務局は集積した情報を整理し各構成員に提供する。

また、構成員は各々が実施したイベントの効果、改善点等について評価を行い、

事務局経由で他の構成員に情報提供を行う。事務局は各イベントの連携方策の

可能性を探り、立案・協議・発信できるよう体制の確立を図る。 

⑦広く全国的なニーズを捉えた販売方法の開拓

直販を実施する八戸みなと漁協、三沢市漁協は、販売先別に商品内容と取扱

高を区別できるように実績情報を整理し、改善課題と展開可能性を分析し、要

点について構成員間で情報交換を実施するとともに、必要に応じて連携して対

応する可能性について協議・立案する。 

【水産資源及び漁場の保全】 

⑧定置網に入網したクロマグロの混獲回避方策の実施

全漁協は、クロマグロの入網情報があった場合には、漁協間で情報共有する。

また、クロマグロ混獲回避方策として、漁業者に放流対応を指導するほか、県

等関係機関から有効な機器や漁具改良の情報を収集し、漁業者へ提供する。 

⑨サケふ化場における種苗確保のための海産親魚の供給促進

各漁協は、ふ化場での種苗確保のため、定置網で水揚げされる雌サケの中か

ら成熟の進んだ親魚を選別し、ふ化事業者に提供することとし、できるだけ早

い時期から一定数量を優先的に確保する体制について検討する。また、広域委

員会の協議の場で各漁協の取組を情報共有し、供給促進や各々の取組改善に役

立てる。 

⑩ヒラメ、アワビ、ウニの種苗放流の継続実施

事務局は、各漁協が実施している種苗放流の実績と成果情報を収集し、協議

会で情報共有を図り、各漁協は他漁協の取組状況を参考に効率的な種苗放流に

努める。各漁協は、実施している種苗放流の実績と成果情報を事務局に提供し、

事務局は情報を整理し、協議会で情報共有を図る。 

⑪ホッキ貝漁場の耕うん・移殖放流の促進

ほっき貝雑桁網漁業を営む八戸みなと漁協、市川漁協、百石町漁協、三沢市

漁協は、底質改善のための漁場耕うんによる漁場保全、ホッキガイの高密度漁

場から低密度漁場への移殖放流等を実施し資源の効率的な育成につなげる。 

【「中核的担い手」の確保】 

⑫中核的漁業者の確保

各漁協は、地域における漁業及び漁村地域を担う意欲ある漁業者を中核的漁

業者候補者として広域委員会に推薦し、広域委員会は協議のうえ認定を行う。 

【持続可能な収益性の高い操業体制を確立】 
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⑬生産力向上・競争力強化に資する漁船や機器の導入推進

各漁協は、漁業者に対し国支援事業の情報を提供し、適正性能の漁船や機器

の導入を推奨する。 

⑭漁業経費の削減と漁業所得又は償却前利益の向上

各漁協は、漁業者に対し国支援事業の情報を提供し、生産性向上・省力省コ

スト化に資する機器等導入を推奨する。

各漁協は、漁業者に対し統一的な航行速力制限や船底の清掃・塗装を適切に

実施するよう指導する。 

各漁協は、支援事業導入漁業者の水揚げ及び経費情報を収集整理し、効果検

証情報の蓄積を図るとともに、ＫＰＩ(漁業所得・利益のプラン目標)が未達成

見込み漁業者への改善指導を行う。 

【新規漁業就業者の確保・育成】 

⑮新規漁業就業者の受入れや職場環境の改善

各漁協は、県等が実施する漁業体験やインターンシップ、就業フェアへの参

加に向け、効果を高めるための方法や受け入れ体制の魅力化に係る方策を検

討・立案する。 

事務局は、各漁協の情報を集積し、連携方策や改善方策立案の参考情報とし

て、各漁協に情報提供する。 

⑯2 市 2 町連携による水産教室や漁業体験を通じた後継者確保

各構成員は、各々の水産教室や漁業体験の開催情報を事務局に提供し、事務

局は集積した情報を整理し各構成員に提供し、運営の工夫等に資するととも

に、連携方策の可能性を探り立案・協議・発信できるよう体制の確立を図る。 

活用する

支援措置

等 

広域浜プラン緊急対策事業(広域浜プラン実証調査)(関連項目①) 

広域浜プラン緊急対策事業(クロマグロの混獲回避活動支援)(関連項目⑧) 

水産業競争力強化漁船導入緊急支援事業(関連項目⑬) 

水産業競争力強化金融支援事業(関連項目⑭) 

競争力強化型機器等導入緊急対策事業(関連項目⑭) 

水産業競争力強化漁港機能増進事業(関連項目②) 

水産多面的機能発揮対策事業(関連項目⑪) 

２年目（令和５年度） 

取組内容 【八戸市及び三沢市の高度衛生型荷捌き施設等の効果的活用の促進】 

①漁獲物の取扱い方法及び品質の統一

全漁協は、八戸市及び三沢市が開催する品質・衛生管理講習会に漁業者が積

極的に参加するよう、組合員に対して開催情報の提供と参加の働きかけを継続

し、品質・衛生管理レベルを向上させる。特に、両市に水揚げを行うおいらせ

町及び階上町の 2 町の漁業者の参加を徹底する。 

高度衛生型荷捌き施設の管理者である八戸市及び三沢市は、卸売業者と連携

し、品質・衛生管理の要点情報の掲示等による周知活動や違反者への指導等を

継続する。 

②漁獲物陸揚げ環境の安全性向上

漁船からの陸揚げや岸壁上での搬送を安全かつ迅速に実施するため、漁港管
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理者は、各漁協の要望を踏まえ、岸壁の車止めや救助用梯子の設置、防舷材等

の補修、衛生管理・安全上の阻害要因となる岸壁等の滞水を防ぐための排水路

の補修など、漁港の維持管理を適切に実施する。 

【付加価値化の促進】 

③神経締め等の新たな鮮度保持技術の導入･普及

全構成員は、神経締め及び活魚出荷の導入･普及に向け、技術の概要と効果を

漁業者等に提供する機会を作り、関心の醸成を図る。 

漁業者の着手意欲が高まった漁協では、魚種ごとの神経締めや活魚蓄養の要

点、その後の取扱方法に係る講習会の開催し、漁業者の技術習得を進めるとと

もに神経締めや活魚出荷を試行する。 

④消費者・エンドユーザーニーズに応える新たな出荷・販売方法の検討・実践

八戸みなと漁協、中型いか釣漁業者は、ＩＱＦ(個別急速冷凍)船上真空パッ

ク品の実績評価を踏まえ生産拡大を図る。また、直販の店舗販売や構成漁協の

直販店への提供、ネット販売を拡大するために適したロットサイズの梱包、運

送方法の改善等、販路開拓に向けた工夫を継続的に実施する。また、実績を評

価し、必要に応じて改善方策を立案する。 

直販を実施する八戸みなと漁協、三沢市漁協では、第 1 期で開発した加工製

品の試作･試験販売に向け、（地独）青森県産業技術センター食品総合研究所に

指導協力を要請し、試行方策を立案する。併せて、低未利用魚種を活用した商

品開発の可能性について検討し、試案を作成する。 

【地域連携による総合的なＰＲ、販売促進】 

⑤販売促進拠点の活用・展開

直販施設を運営している八戸みなと漁協、三沢市漁協は、前年度に立案した

改善策によりＰＲ、販売を実施する。販売内容と売上げ・経費の実績について、

評価･検証を継続実施する。施設間の分析情報の交換により、成果向上に向けた

さらなる改善策を検討・立案する。 

⑥イベントでの水産物のＰＲ、新たな魅力の発信

全構成員は事務局へ各々のＰＲイベントや予定情報の提供を継続し、事務局

は集積した情報を整理し各構成員への提供を継続する。また、構成員は各々が

実施したイベントの効果、改善点等について評価を行い、事務局経由で他の構

成員に情報提供を継続して行う。事務局は各イベントの連携方策を立案し、協

議会にて成案化する。 

⑦広く全国的なニーズを捉えた販売方法の開拓

直販を実施する八戸みなと漁協、三沢市漁協は、前年度立案の対策を踏まえ

て直販を実施し、販売先別の商品内容と取扱高の実績情報を整理・蓄積し、改

善課題と展開可能性の分析を重ね、要点について構成員間で情報交換を実施す

るとともに、必要に応じて連携して実施する改善策を協議・立案する。 

【水産資源及び漁場の保全】 

⑧定置網に入網したクロマグロの混獲回避方策の実施

全漁協は、クロマグロの入網情報があった場合には、漁協間で情報共有する。

また、クロマグロ混獲回避方策として、漁業者に放流対応を指導するほか、県

等関係機関から有効な機器や漁具改良の情報収集を継続し、漁業者へ提供する。 
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⑨サケふ化場における種苗確保のための海産親魚の供給促進

各漁協は、ふ化場での種苗確保のため、前年度立案の体制により、定置網で

水揚げされる雌サケの中から成熟の進んだ親魚を選別し、できるだけ早い時期

から一定数量を優先的にふ化事業者に提供する。また、広域委員会の協議の場

で各漁協の取組を情報共有し、供給促進や各々の取組改善に役立てる。 

⑩ヒラメ、アワビ、ウニの種苗放流の継続実施

事務局は、各漁協が実施している種苗放流の実績と成果情報を収集し、協議

会で情報共有を図り、各漁協は他漁協の取組状況を参考に効果的な種苗放流に

努める。 

⑪ホッキ貝漁場の耕うん・移殖放流の促進

ほっき貝雑桁網漁業を営む八戸みなと漁協、市川漁協、百石町漁協、三沢市

漁協は、底質改善のための漁場耕うんによる漁場の保全、ホッキガイの高密度

漁場から低密度漁場への移殖放流等を実施し資源の効率的な育成を継続して実

施する。 

【「中核的担い手」の確保】 

⑫中核的漁業者の確保

各漁協は、地域における漁業及び漁村地域を担う意欲ある漁業者を中核的漁

業者候補者として広域委員会に推薦し、広域委員会は協議のうえ認定を行う。 

【持続可能な収益性の高い操業体制を確立】 

⑬生産力向上・競争力強化に資する漁船や機器の導入推進

各漁協は、漁業者に対し国支援事業の情報を提供し、適正性能の漁船や機器

の導入の推奨を継続する。 

⑭漁業経費の削減と漁業所得又は償却前利益の向上

各漁協は、漁業者に対し国支援事業の情報を提供し、生産性向上・省力省コ

スト化に資する機器等導入の推奨を継続する。

各漁協は、漁業者に対し統一的な航行速力制限や船底の清掃・塗装を適切に

実施するよう指導を継続する。 

各漁協は、支援事業導入漁業者の水揚げ及び経費情報を収集整理し、効果検

証情報の蓄積を図るとともに、ＫＰＩ(漁業所得・利益のプラン目標)が未達成

見込み漁業者への改善指導を行う。 

【新規漁業就業者の確保・育成】 

⑮新規漁業就業者の受入れや職場環境の改善

各漁協は、県等が実施する漁業体験やインターンシップ、就業フェアへの参

加に向け、前年度立案した効果を高めるための方法や受け入れ体制の魅力化に

係る方策を実施し、年度末には効果を検証し、必要に応じて改善策を立案する。 

事務局は、各漁協の情報を集積し、連携方策や改善方策立案の参考情報とし

て、各漁協に情報提供する。 

⑯2 市 2 町連携による水産教室や漁業体験を通じた後継者確保

各構成員は、前年度立案の改善方策を踏まえ実施する各々の水産教室や漁業

体験の開催情報を事務局に提供し、事務局は集積した情報を整理し各構成員に

提供し、運営の工夫等に資する。 

活用する 広域浜プラン緊急対策事業(広域浜プラン実証調査)(関連項目①) 
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支援措置

等 

広域浜プラン緊急対策事業(クロマグロの混獲回避活動支援)(関連項目⑧) 

水産業競争力強化緊急施設整備事業(関連項目③④) 

水産業競争力強化漁船導入緊急支援事業(関連項目⑬) 

水産業競争力強化金融支援事業(関連項目⑭) 

競争力強化型機器等導入緊急対策事業(関連項目⑭) 

水産業競争力強化漁港機能増進事業(関連項目②) 

水産多面的機能発揮対策事業(関連項目⑪) 

３年目（令和６年度） 

取組内容 【八戸市及び三沢市の高度衛生型荷捌き施設等の効果的活用の促進】 

①漁獲物の取扱い方法及び品質の統一

全漁協は、八戸市及び三沢市が開催する品質・衛生管理講習会に漁業者が積

極的に参加するよう、組合員に対して開催情報の提供と参加の働きかけを継続

し、品質・衛生管理レベルを向上させる。特に、両市に水揚げを行うおいらせ

町及び階上町の 2 町の漁業者の参加を徹底する。 

高度衛生型荷捌き施設の管理者である八戸市及び三沢市は、卸売業者と連携

し、品質・衛生管理の要点情報の掲示等による周知活動や違反者への指導等を

継続する。 

②漁獲物陸揚げ環境の安全性向上

漁船からの陸揚げや岸壁上での搬送を安全かつ迅速に実施するため、漁港管

理者は、各漁協の要望を踏まえ、岸壁の車止めや救助用梯子の設置、防舷材等

の補修、衛生管理・安全上の阻害要因となる岸壁等の滞水を防ぐための排水路

の補修など、漁港の維持管理を適切に実施する。 

【付加価値化の促進】 

③神経締め等の新たな鮮度保持技術の導入･普及

全構成員は、神経締め及び活魚出荷の導入･普及に向け、技術の概要と効果を

漁業者等に提供する機会を継続して作り、関心の醸成を図る。 

漁業者の着手意欲が高まった漁協では、魚種ごとの神経締めや活魚蓄養の要

点、その後の取扱方法に係る講習会を開催し、漁業者の技術習得の拡大を図る

とともに、神経締めや活魚出荷を本格的に開始する。 

④消費者・エンドユーザーニーズに応える新たな出荷・販売方法の検討・実践

八戸みなと漁協、中型いか釣漁業者は、前年度に立案したＩＱＦ(個別急速冷

凍)船上真空パック品の生産改善方策を踏まえ、取扱い拡大を図る。また、直販

の店舗販売や構成漁協の直販店への提供、ネット販売を拡大するために適した

ロットサイズの梱包、運送方法の改善等、販路開拓に向けた工夫を継続的に実

施する。また、実績を蓄積・評価し、必要に応じて改善方策を立案する。 

直販を実施する八戸みなと漁協、三沢市漁協では、前年度立案した試行方策

により第 1 期で開発した加工製品の試作･試験販売を試行し、成果を評価する。

必要な改善方策を含めた定常的実施計画を立案する。また前年度立案した低未

利用魚種を活用した開発商品の試作・試験販売を実施する。結果を踏まえ改善

課題を抽出し、製造方法、販売方法について改善対策を立案する。 

【地域連携による総合的なＰＲ、販売促進】 
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⑤販売促進拠点の活用・展開

直販施設を運営している八戸みなと漁協、三沢市漁協は、前年度に立案した

見直し改善策によりＰＲ、販売を実施する。販売内容と売上げ・経費の実績に

ついて、評価･検証を継続実施する。施設間の分析情報の交換により、成果向上

に向けたさらなる改善策を検討・立案する。 

⑥イベントでの水産物のＰＲ、新たな魅力の発信

全構成員は、前年度協議会にて成案化した連携方策を踏まえ、各々のＰＲイ

ベントを計画し、開催予定情報の事務局への提供を継続し、事務局は集積した

情報を整理し各構成員への提供を継続する。また、構成員は各々が実施したイ

ベントの効果、改善点等について評価を行い、事務局経由で構成員に情報提供

を継続して行う。事務局は実施された各イベントの連携方策の成果を協議会に

提示し、協議会にて改善課題と対応方策の共有を図る。 

⑦広く全国的なニーズを捉えた販売方法の開拓

直販を実施する八戸みなと漁協、三沢市漁協は、前年度立案の対策を踏まえ

て直販を実施し、販売先別の商品内容と取扱高の実績情報を整理・蓄積し、改

善課題と展開可能性の分析を重ね、要点について構成員間で情報交換を実施す

るとともに、必要に応じて連携して実施する改善策を協議・立案する。 

【水産資源及び漁場の保全】 

⑧定置網に入網したクロマグロの混獲回避方策の実施

全漁協は、クロマグロの入網情報があった場合には、漁協間で情報共有する。

また、クロマグロ混獲回避方策として、漁業者に放流対応を指導するほか、県

等関係機関から有効な機器や漁具改良の情報収集を継続し、漁業者へ提供する。 

⑨サケふ化場における種苗確保のための海産親魚の供給促進

各漁協は、ふ化場での種苗確保のため、前年度立案した改善体制により、定

置網で水揚げされる雌サケの中から成熟の進んだ親魚を選別し、できるだけ早

い時期から一定数量を優先的にふ化事業者に提供する。また、広域委員会の協

議の場で各漁協の取組を情報共有し、供給促進や各々の取組改善に役立てる。 

⑩ヒラメ、アワビ、ウニの種苗放流の継続実施

事務局は、各漁協が実施している種苗放流の実績と成果情報を収集し、協議

会で情報共有を図り、各漁協は他漁協の取組状況を参考に効果的な種苗放流に

努める。 

⑪ホッキ貝漁場の耕うん・移殖放流の促進

ほっき貝雑桁網漁業を営む八戸みなと漁協、市川漁協、百石町漁協、三沢市

漁協は、底質改善のための漁場耕うんによる漁場の保全、ホッキガイの高密度

漁場から低密度漁場への移殖放流等を実施し資源の効率的な育成を継続して実

施する。 

【「中核的担い手」の確保】 

⑫中核的漁業者の確保

各漁協は、地域における漁業及び漁村地域を担う意欲ある漁業者を中核的漁

業者候補者として広域委員会に推薦し、広域委員会は協議のうえ認定を行う。 

【持続可能な収益性の高い操業体制を確立】 

⑬生産力向上・競争力強化に資する漁船や機器の導入推進
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各漁協は、漁業者に対し国支援事業の情報を提供し、適正性能の漁船や機器

の導入の推奨を継続する。 

⑭漁業経費の削減と漁業所得又は償却前利益の向上

各漁協は、漁業者に対し国支援事業の情報を提供し、生産性向上・省力省コ

スト化に資する機器等導入の推奨を継続する。

各漁協は、漁業者に対し統一的な航行速力制限や船底の清掃・塗装を適切に

実施するよう指導を継続する。 

各漁協は、支援事業導入漁業者の水揚げ及び経費情報を収集整理し、効果検

証情報の蓄積を図るとともに、ＫＰＩ(漁業所得・利益のプラン目標)が未達成

見込み漁業者への改善指導を行う。 

【新規漁業就業者の確保・育成】 

⑮新規漁業就業者の受入れや職場環境の改善

各漁協は、県等が実施する漁業体験やインターンシップ、就業フェアへの参

加に向け、前年度立案した効果を高めるための方法や受け入れ体制の魅力化に

係る改善方策を実施し、年度末には効果を検証し、必要に応じて改善策を立案

する。 

事務局は、各漁協の情報を集積し、連携方策や改善方策立案の参考情報とし

て、各漁協に情報提供する。 

⑯2 市 2 町連携による水産教室や漁業体験を通じた後継者確保

各構成員は、前年度立案の改善方策を踏まえ実施する各々の水産教室や漁業

体験の開催情報を事務局に提供し、事務局は集積した情報を整理し各構成員に

提供し、運営の工夫等に資する。 

活用する

支援措置

等 

広域浜プラン緊急対策事業(広域浜プラン実証調査)(関連項目①) 

広域浜プラン緊急対策事業(クロマグロの混獲回避活動支援)(関連項目⑧) 

水産業競争力強化緊急施設整備事業(関連項目③④) 

水産業競争力強化漁船導入緊急支援事業(関連項目⑬) 

水産業競争力強化金融支援事業(関連項目⑭) 

競争力強化型機器等導入緊急対策事業(関連項目⑭) 

水産業競争力強化漁港機能増進事業(関連項目②) 

水産多面的機能発揮対策事業(関連項目⑪) 

４年目（令和７年度） 

取組内容 【八戸市及び三沢市の高度衛生型荷捌き施設等の効果的活用の促進】 

①漁獲物の取扱い方法及び品質の統一

全漁協は、八戸市及び三沢市が開催する品質・衛生管理講習会に漁業者が積

極的に参加するよう、組合員に対して開催情報の提供と参加の働きかけを継続

し、品質・衛生管理レベルを向上させる。特に、両市に水揚げを行うおいらせ

町及び階上町の 2 町の漁業者の参加を徹底する。 

高度衛生型荷捌き施設の管理者である八戸市及び三沢市は、卸売業者と連携

し、品質・衛生管理の要点情報の掲示等による周知活動や違反者への指導等を

継続する。 

②漁獲物陸揚げ環境の安全性向上
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漁船からの陸揚げや岸壁上での搬送を安全かつ迅速に実施するため、漁港管

理者は、各漁協の要望を踏まえ、岸壁の車止めや救助用梯子の設置、防舷材等

の補修、衛生管理・安全上の阻害要因となる岸壁等の滞水を防ぐための排水路

の補修など、漁港の維持管理を適切に実施する。 

【付加価値化の促進】 

③神経締め等の新たな鮮度保持技術の導入･普及

各漁協は、漁業者に対し、技術習得した神経締め及び活魚出荷を推奨し、そ

の比率の向上を図る。また、販売価格の評価に反映されるよう、取扱い区分や

表示の仕方についての工夫を検討する。 

プロトン凍結品取扱いの実績のある漁協及び関心のある漁協は、連携して実

績を評価するとともにニーズ情報の収集・分析を行い、導入・展開の可能性を

検討し、取組案を立案する。 

④消費者・エンドユーザーニーズに応える新たな出荷・販売方法の検討・実践

漁業者による「煮ダコ」の市場上場の実現に関心のある漁協は、製造環境の

要件、製造体制の具体像を検討し、試行計画案を立案する。 

八戸みなと漁協、中型いか釣漁業者は、前年度に立案したＩＱＦ(個別急速冷

凍)船上真空パック品生産の改善方策を踏まえ、取扱いの定着を図る。また、直

販の店舗販売や構成漁協の直販店への提供、ネット販売を拡大するための適し

たロットサイズの梱包、運送方法の改善等、販路開拓に向けた工夫を継続的に

実施する。また、実績を蓄積・評価し、必要に応じて改善方策を立案する。 

直販を実施する八戸みなと漁協、三沢市漁協では、前年度立案した第 1 期で

開発した加工製品の定常的な製造･販売体制を整備し実施する。併せて、成果の

評価は継続し運営面等の必要な改善方策を逐次実施する。低未利用魚種を活用

した開発商品について、前年度立案した改善対策を加え定着を図る。成果を踏

まえ改善課題を抽出し、製造方法、販売方法について改善を継続実施する。 

【地域連携による総合的なＰＲ、販売促進】 

⑤販売促進拠点の活用・展開

直販施設を運営している八戸みなと漁協、三沢市漁協は、見直し・改善策を

継続的に実施しながらＰＲ、販売を実施する。販売内容と売上げ・経費の実績

について、評価･検証を継続実施する。施設間の分析情報の交換により、成果向

上に向けたさらなる改善を図る。 

⑥イベントでの水産物のＰＲ、新たな魅力の発信

全構成員は、前年度協議会にて成案化した連携方策を踏まえ、各々のＰＲイ

ベントを計画し、開催予定情報の事務局への提供を継続し、事務局は集積した

情報を整理し各構成員への提供を継続する。また、構成員は各々が実施したイ

ベントの効果、改善点等について評価を行い、事務局経由で構成員に情報提供

を継続して行う。事務局は実施された各イベントの連携方策の成果を協議会に

提示し、協議会にて改善課題と対応方策の共有を図る。 

⑦広く全国的なニーズを捉えた販売方法の開拓

直販を実施する八戸みなと漁協、三沢市漁協は、前年度立案の対策を踏まえ

て直販を実施し、販売先別の商品内容と取扱高の実績情報を整理・蓄積し、改

善課題と展開可能性の分析を重ね、要点について構成員間で情報交換を実施す
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るとともに、必要に応じて連携して実施する改善策を協議・立案する。 

【水産資源及び漁場の保全】 

⑧定置網に入網したクロマグロの混獲回避方策の実施 

全漁協は、クロマグロの入網情報があった場合には、漁協間で情報共有する。

また、クロマグロ混獲回避方策として、漁業者に放流対応を指導するほか、県

等関係機関から有効な機器や漁具改良の情報収集を継続し、漁業者へ提供する。 

⑨サケふ化場における種苗確保のための海産親魚の供給促進 

各漁協は、ふ化場での種苗確保のため、前年度立案した改善体制により、定

置網で水揚げされる雌サケの中から成熟の進んだ親魚を選別し、できるだけ早

い時期から一定数量を優先的にふ化事業者に提供する。また、広域委員会の協

議の場で各漁協の取組を情報共有し、供給促進や各々の取組改善に役立てる。 

⑩ヒラメ、アワビ、ウニの種苗放流の継続実施 

事務局は、各漁協が実施している種苗放流の実績と成果情報を収集し、協議

会で情報共有を図り、各漁協は他漁協の取組状況を参考に効果的な種苗放流に

努める。 

⑪ホッキ貝漁場の耕うん・移殖放流の促進 

ほっき貝雑桁網漁業を営む八戸みなと漁協、市川漁協、百石町漁協、三沢市

漁協は、底質改善のための漁場耕うんによる漁場の保全、ホッキガイの高密度

漁場から低密度漁場への移殖放流等を実施し資源の効率的な育成を継続して実

施する。 

【「中核的担い手」の確保】 

⑫中核的漁業者の確保 

各漁協は、地域における漁業及び漁村地域を担う意欲ある漁業者を中核的漁

業者候補者として広域委員会に推薦し、広域委員会は協議のうえ認定を行う。 

【持続可能な収益性の高い操業体制を確立】 

⑬生産力向上・競争力強化に資する漁船や機器の導入推進 

各漁協は、漁業者に対し国支援事業の情報を提供し、適正性能の漁船や機器

の導入の推奨を継続する。 

⑭漁業経費の削減と漁業所得又は償却前利益の向上 

各漁協は、漁業者に対し国支援事業の情報を提供し、生産性向上・省力省コ

スト化に資する機器等導入の推奨を継続する。 

各漁協は、漁業者に対し統一的な航行速力制限や船底の清掃・塗装を適切に

実施するよう指導を継続する。 

各漁協は、支援事業導入漁業者の水揚げ及び経費情報を収集整理し、効果検

証情報の蓄積を図るとともに、ＫＰＩ(漁業所得・利益のプラン目標)が未達成

見込み漁業者への改善指導を行う。 

【新規漁業就業者の確保・育成】 

⑮新規漁業就業者の受入れや職場環境の改善 

各漁協は、県等が実施する漁業体験やインターンシップ、就業フェアへの参

加に向け、前年度立案した効果を高めるための方法や受け入れ体制の魅力化に

係る改善方策を実施する。年度末には効果を検証し、必要に応じて改善策を立

案する。 
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事務局は、各漁協の情報を集積し、連携方策や改善方策立案の参考情報とし

て、各漁協に情報提供する。 

⑯2 市 2 町連携による水産教室や漁業体験を通じた後継者確保

各構成員は、前年度立案の改善方策を踏まえ実施する各々の水産教室や漁業

体験の開催情報を事務局に提供し、事務局は集積した情報を整理し各構成員に

提供し、運営の工夫等に資する。 

活用する

支援措置

等 

広域浜プラン緊急対策事業(広域浜プラン実証調査)(関連項目①) 

広域浜プラン緊急対策事業(クロマグロの混獲回避活動支援)(関連項目⑧) 

水産業競争力強化緊急施設整備事業(関連項目③④) 

水産業競争力強化漁船導入緊急支援事業(関連項目⑬) 

水産業競争力強化金融支援事業(関連項目⑭) 

競争力強化型機器等導入緊急対策事業(関連項目⑭) 

水産業競争力強化漁港機能増進事業(関連項目②) 

水産多面的機能発揮対策事業(関連項目⑪) 

５年目（令和８年度） 

取組内容 【八戸市及び三沢市の高度衛生型荷捌き施設等の効果的活用の促進】 

①漁獲物の取扱い方法及び品質の統一

全漁協は、八戸市及び三沢市が開催する品質・衛生管理講習会に漁業者が積

極的に参加するよう、組合員に対して開催情報の提供と参加の働きかけを継続

し、品質・衛生管理レベルを向上させる。特に、両市に水揚げを行うおいらせ

町及び階上町の 2 町の漁業者の参加を徹底する。 

高度衛生型荷捌き施設の管理者である八戸市及び三沢市は、卸売業者と連携

し、品質・衛生管理の要点情報の掲示等による周知活動や違反者への指導等を

継続する。 

②漁獲物陸揚げ環境の安全性向上

漁船からの陸揚げや岸壁上での搬送を安全かつ迅速に実施するため、漁港管

理者は、各漁協の要望を踏まえ、岸壁の車止めや救助用梯子の設置、防舷材等

の補修、衛生管理・安全上の阻害要因となる岸壁等の滞水を防ぐための排水路

の補修など、漁港の維持管理を適切に実施する。 

【付加価値化の促進】 

③神経締め等の新たな鮮度保持技術の導入･普及

各漁協は、漁業者に対し、技術習得した神経締め及び活魚出荷を推奨し、そ

の比率の向上を図る。また、販売価格の評価に反映されるよう、取扱い区分や

表示の仕方についての工夫を実施する。 

プロトン凍結品取扱いの実績のある漁協及び関心のある漁協は、前年度に連

携して実績を評価するとともにニーズ情報の収集・分析を行った導入・展開の

取組案を試行し、成果を評価し改善方策立案につなげる。 

④消費者・エンドユーザーニーズに応える新たな出荷・販売方法の検討・実践

漁業者による「煮ダコ」の市場上場の実現に関心のある漁協は、前年度に立

案した製造環境の確保、試験製造を実施し、市場での評価をはじめとした効果

を検証し、継続実施につなげる。 
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八戸みなと漁協、中型いか釣漁業者は、前年度に立案したＩＱＦ(個別急速冷

凍)船上真空パック品生産の改善方策を踏まえ、取扱いの定着を図る。また、直

販の店舗販売や構成漁協の直販店への提供、ネット販売を拡大するための適し

たロットサイズの梱包、運送方法の改善等の、販路開拓に向けた工夫を継続的

に実施する。また、実績を蓄積・評価し、必要に応じて改善方策を立案継続的に

実施する。 

直販を実施する八戸みなと漁協、三沢市漁協では、前年度整備した第 1 期で

開発した加工製品の定常的な製造･販売を実施する。成果の評価は継続し、運営

面等の必要な改善方策を逐次実施する。低未利用魚種を活用した開発商品につ

いて、定常的な製造･販売を実施する。成果を踏まえ改善課題を抽出し、製造方

法、販売方法について改善を継続実施する。 

【地域連携による総合的なＰＲ、販売促進】 

⑤販売促進拠点の活用・展開

直販施設を運営している漁協は、見直し・改善策を継続的に実施しながらＰ

Ｒ、販売を実施する。販売内容と売上げ・経費の実績について、評価･検証を継

続実施する。施設間の分析情報の交換により、成果向上に向けたさらなる改善

を図る。 

⑥イベントでの水産物のＰＲ、新たな魅力の発信

全構成員は、前年度協議会にて成案化した連携方策を踏まえ、各々のＰＲイ

ベントを計画し、開催予定情報の事務局への提供を継続し、事務局は集積した

情報を整理し各構成員への提供を継続する。また、構成員は各々が実施したイ

ベントの効果、改善点等について評価を行い、事務局経由で構成員に情報提供

を継続して行う。事務局は実施された各イベントの連携方策の成果を協議会に

提示し、協議会にて改善課題と対応方策の共有を図る。 

⑦広く全国的なニーズを捉えた販売方法の開拓

直販を実施する八戸みなと漁協、三沢市漁協は、前年度立案の対策を踏まえ

て直販を実施し、販売先別の商品内容と取扱高の実績情報を整理・蓄積し、改

善課題と展開可能性の分析を重ね、要点について構成員間で情報交換を実施す

るとともに、必要に応じて連携して実施する改善策を協議・立案する。 

【水産資源及び漁場の保全】 

⑧定置網に入網したクロマグロの混獲回避方策の実施

全漁協は、クロマグロの入網情報があった場合には、漁協間で情報共有する。

また、クロマグロ混獲回避方策として、漁業者に放流対応を指導するほか、県

等関係機関から有効な機器や漁具改良の情報収集を継続し、漁業者へ提供する。 

⑨サケふ化場における種苗確保のための海産親魚の供給促進

各漁協は、ふ化場での種苗確保のため、前年度立案した改善体制により、定

置網で水揚げされる雌サケの中から成熟の進んだ親魚を選別し、できるだけ早

い時期から一定数量を優先的にふ化事業者に提供する。また、広域委員会の協

議の場で各漁協の取組を情報共有し、供給促進や各々の取組改善に役立てる。 

⑩ヒラメ、アワビ、ウニの種苗放流の継続実施

事務局は、各漁協が実施している種苗放流の実績と成果情報を収集し、協議

会で情報共有を図り、各漁協は他漁協の取組状況を参考に効果的な種苗放流に
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努める。 

⑪ホッキ貝漁場の耕うん・移殖放流の促進

ほっき貝雑桁網漁業を営む八戸みなと漁協、市川漁協、百石町漁協、三沢市

漁協は、底質改善のための漁場耕うんによる漁場の保全、高密度漁場から低密

度漁場への移殖放流等を実施し資源の効率的な育成を継続して実施する。 

【「中核的担い手」の確保】 

⑫中核的漁業者の確保

各漁協は、地域における漁業及び漁村地域を担う意欲ある漁業者を中核的漁

業者候補者として広域委員会に推薦し、広域委員会は協議のうえ認定を行う。 

【持続可能な収益性の高い操業体制を確立】 

⑬生産力向上・競争力強化に資する漁船や機器の導入推進

各漁協は、漁業者に対し国支援事業の情報を提供し、適正性能の漁船や機器

の導入の推奨を継続する。 

⑭漁業経費の削減と漁業所得又は償却前利益の向上

各漁協は、漁業者に対し国支援事業の情報を提供し、生産性向上・省力省コ

スト化に資する機器等導入の推奨を継続する。

各漁協は、漁業者に対し統一的な航行速力制限や船底の清掃・塗装を適切に

実施するよう指導を継続する。 

各漁協は、支援事業導入漁業者の水揚げ及び経費情報を収集整理し、効果検

証情報の蓄積を図るとともに、ＫＰＩ(漁業所得・利益のプラン目標)が未達成

見込み漁業者への改善指導を行う。 

【新規漁業就業者の確保・育成】 

⑮新規漁業就業者の受入れや職場環境の改善

各漁協は、県等が実施する漁業体験やインターンシップ、就業フェアへの参

加に向け、前年度立案した効果を高めるための方法や受け入れ体制の魅力化に

係る改善方策を実施し、年度末には効果を検証し、必要に応じて改善策を立案

する。 

事務局は、各漁協の情報を集積し、連携方策や改善方策立案の参考情報とし

て、各漁協に情報提供する。 

⑯2 市 2 町連携による水産教室や漁業体験を通じた後継者確保

各構成員は、前年度立案の改善方策を踏まえ実施する各々の水産教室や漁業

体験の開催情報を事務局に提供し、事務局は集積した情報を整理し各構成員に

提供し、運営の工夫等に資する。 

活用する

支援措置

等 

広域浜プラン緊急対策事業(広域浜プラン実証調査)(関連項目①) 

広域浜プラン緊急対策事業(クロマグロの混獲回避活動支援)(関連項目⑧) 

水産業競争力強化緊急施設整備事業(関連項目③④) 

水産業競争力強化漁船導入緊急支援事業(関連項目⑬) 

水産業競争力強化金融支援事業(関連項目⑭) 

競争力強化型機器等導入緊急対策事業(関連項目⑭) 

水産業競争力強化漁港機能増進事業(関連項目②) 

水産多面的機能発揮対策事業(関連項目⑪) 



17 

（５）関係機関との連携

【高度衛生型荷捌き施設等の効果的活用の促進】 

品質・衛生管理講習会を漁業者の意識啓発の場として活用するにあたって、市場の卸売

業者や買受業者団体と協議・連携を図り、講習会の進め方や案内情報発信方法を調整する。 

高度衛生型荷捌き施設が立地する八戸漁港及び三沢漁港において、基盤となる岸壁等漁

港施設の機能強化を図るため、漁港管理者である県漁港漁場整備事務所に要望し協議する。 

【付加価値化の促進】 

第 1 期プラン時に開発した加工製品の試作・試験販売・改善にあたって、(地独)青森県

産業技術センター食品総合研究所に指導協力を要請し、取組の実現化を図る。 

【サケふ化場における種苗確保のための海産親魚の供給促進】 

海産親魚の提供相手となるふ化事業者、県、(地独)青森県産業技術センター内水面研究

所と、進め方や需給バランス見通しに関する意見交換や調整にあたって連携を図る。 

【新規漁業就業者の確保・育成】 

県が実施する各種取組への参加に向けて、情報提供、効果獲得のための助言を要請する。 

（６）他産業との連携

水産物の付加価値化にあたって、販売促進や評判を高めるイベント等でのＰＲ活動を実施

する際、商工業界や観光業界の団体との連携を図る。 

また、水産教室や漁業体験の提供にあたっては、学校や社会教育分野との連携方策を探り、

持続性のある取組みにしていく。 

４ 成果目標 

（１）成果目標の考え方

①機能再編・地域活性化に関する取組の成果目標の考え方

流通機能の再編及び拠点施設の整備は第 1 期プラン中で完了しており、今後はそれらの

効果をいかに発現させるかが目標となる。 

当該地域は、大きな漁業生産力を背景に流通加工業が集積し、生産・加工・販売の効率的

分業の体制が出来上がっていたが、近年の資源低迷状況の中では、生産者は獲るだけでは

適切な収入を得るのが困難な状況になっている。そのため、限られた資源に価値を付加し

て販売することが重要になっている。 

そこで、水産物の品質･信頼性の確保を基礎として、漁業者自らが価値を高める取組と、

漁協直販で漁業者自らが価格を設定し需要との関わりを実感する取組を実施し、結果とし

て販売価格が上昇することを目標とする。 

取組は、第 1 期プランの定着・改善を基礎としていることから、同じ対象漁業の主要対

象魚種（取組効果の反映を捉えにくいサケは除く）について、最近 3 ヶ年平均を基準とし

て 10％の魚価向上を目標とする。 

②中核的担い手の育成に関する取組の成果目標の考え方

担い手育成の取組として、持続可能な収益性の高い漁業の実現モデルとなる中核的漁業

者の確保と、長期的視点から漁業への関心を拡げる取組を計画している。そこで、目標とし

て分かりやすい「中核的漁業者の認定人数」を成果目標とする。 

第１期プランでは、5 年間で延べ 13 名を認定しており、それに加わる人数として、第 2

期では年間平均 2 名程度の延べ 10 名程の認定を目標とする。 
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（２）成果目標

①機能再編・地域活性化に関する取組に関わる水産物取扱単価の目標

評価指標魚種 基準・目標区分 単価 備考 

タラ 基準年(H30～R2 平均) 292 円/kg 

目標年(R8 年度) 321 円/kg 基準年の 10%向上 

ヒラメ 基準年(H30～R2 平均) 682 円/kg 

目標年(R8 年度) 750 円/kg 基準年の 10%向上 

スルメイカ（生） 基準年(H30～R2 平均) 542 円/kg 

目標年(R8 年度) 596 円/kg 基準年の 10%向上 

スルメイカ（船凍） 基準年(H30～R2 平均) 651 円/kg 

目標年(R8 年度) 716 円/kg 基準年の 10%向上 

タコ 基準年(H30～R2 平均) 522 円/kg 

目標年(R8 年度) 574 円/kg 基準年の 10%向上 

ホッキガイ 基準年(H30～R2 平均) 251 円/kg 

目標年(R8 年度) 276 円/kg 基準年の 10%向上 

注：青森県漁獲統計（青森県海面漁業調査より）の三沢市、おいらせ町、八戸市、階上町の合計

値で算出 

②中核的担い手の育成に関する取組の中核的漁業者認定人数の目標

評価指標魚種 基準・目標区分 延べ人数 備考 

中核的漁業者認定数 基準年(H28～R2) 13 名 

目標年(R8 年度) 23 名 基準年プラス 10 名 
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H15 H20 H25 H30 R5 R10 R15 R20

漁業就業者数の推移と将来推計(目標)

男39歳以下 男40～64歳 男65歳以上 女 計+就業者数!$O$30 系列5

H20～H30の2回の変化率が続く想定に

目標を考慮したコーホート法による推計

推計

生産数量 2016 2017 2018 2019 2020 H30～R2 目標

単位：トン 平均 年増減率 H28 H29 H30 R1 R2 平均 年増減率 平均 基準維持

たら 4,630 10.0% 4,174 1,668 1,460 1,442 1,635 4,407 -12.0% -4.8% 1,512 1,512

ひらめ 316 13.1% 398 280 276 204 235 354 -11.4% 11.9% 238 238

するめいか（近海・生） 19,779 -12.6% 9,685 8,428 5,630 7,644 7,033 13,866 -4.4% -29.9% 6,769 6,769

するめいか（近海・船凍） 13,025 -10.6% 8,940 6,176 5,195 929 1,584 10,084 -19.8% -22.6% 2,569 2,569

たこ 388 -2.1% 507 361 247 291 280 400 -13.1% 3.2% 273 273

うばがい 647 2.4% 710 632 637 631 408 665 -9.1% 2.8% 559 559

生産金額 2016 2017 2018 2019 2020 H30～R2 目標

単位：百万円 平均 年増減率 H28 H29 H30 R1 R2 平均 年増減率 平均 基準10%up

たら 1,183 14.9% 1,379 659 522 397 404 1,226 -18.0% 3.7% 441 485

ひらめ 168 5.3% 238 174 193 157 137 189 -11.6% 12.6% 162 179

するめいか（近海・生） 4,576 -6.4% 4,566 4,525 2,703 4,453 3,849 4,438 -3.4% -3.0% 3,668 4,035

するめいか（近海・船凍） 3,934 -2.0% 5,658 3,547 3,077 660 1,280 4,253 -27.4% 8.1% 1,672 1,839

たこ 171 0.5% 222 179 150 148 129 181 -11.9% 6.0% 142 156

うばがい 169 6.0% 197 191 172 138 111 185 -12.2% 9.0% 140 154

平均単価 2016 2017 2018 2019 2020 H30～R2 目標

単位：円/kg 平均 年増減率 H28 H29 H30 R1 R2 平均 年増減率 平均 基準10%up

たら 257 3.0% 330 395 357 276 247 321 -8.9% 25.1% 292 321

ひらめ 543 2.4% 597 621 701 772 582 655 1.8% 20.5% 682 750

するめいか（近海・生） 235 20.3% 471 537 480 582 547 523 3.8% 122.5% 542 596

するめいか（近海・船凍） 307 20.5% 633 574 592 710 808 663 7.3% 115.8% 651 716

たこ 443 2.5% 437 496 607 509 460 502 1.2% 13.3% 522 574

うばがい 262 0.4% 278 302 270 218 273 268 -3.5% 2.5% 251 276

資料： 青森県漁獲統計（青森県海面漁業調査より）

注　： 三沢市、おいらせ町、八戸市、階上町の合計値
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平均/

H23～H27
平均

H28～R2
平均/

H23～H27
平均

H28～R2
平均/

H23～H27
平均

H23～H27年
5ｹ年動向

H28～R2年
5ｹ年動向

H23～H27年
5ｹ年動向

H28～R2年
5ｹ年動向

H23～H27年
5ｹ年動向

H28～R2年
5ｹ年動向

（３）上記の算出方法及びその妥当性

①水産物取扱高の実績と単価目標設定の試算表

 

 

 

 

 

 

参考：年齢階層別漁業就業者数の動向と将来の安定化に向けた加入想定による推計 

（2 市 2 町計） 
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H20～H30の2回の平均変化率と30～44歳層期待加入率が続く想定のコーホート法による推計 単位：人

H15 H20 H25 H30 R5 R10 R15 R20

2003 2008 2013 2018 2023 2028 2032 2037 R10/H30 R20/H30

総数 1,632 1,572 1,228 970 768 651 600 602 67.1% 62.1%

男 計 1,567 1,449 1,165 932 745 636 590 596 68.2% 63.9%

15～19歳 6 8 19 12 18 27 27 27 226.0% 226.0%

20～24歳 28 31 28 39 33 50 75 75 128.4% 193.1%

25～29歳 23 50 37 45 55 47 70 105 103.7% 234.3%

30～34歳 67 47 58 29 47 57 49 74 197.7% 253.9%

35～39歳 82 81 52 48 30 50 60 51 103.4% 107.2%

40～44歳 117 89 84 44 48 30 50 60 69.2% 136.8%

45～49歳 203 144 71 73 37 40 25 41 54.8% 56.6%

50～54歳 249 235 129 67 67 34 37 23 50.3% 34.8%

55～59歳 242 277 203 131 63 63 32 35 48.2% 26.4%

60～64歳 228 193 223 160 104 50 50 25 31.3% 15.8%

65～69歳 181 139 120 142 101 66 32 32 46.2% 22.3%

70～74歳 105 97 94 80 95 68 44 21 84.5% 26.5%

75歳以上 36 58 47 62 46 55 39 25 88.0% 40.7%

女 計 65 123 63 38 23 15 10 7 38.6% 17.5%

15～39歳 8 10 6 3 2 1 0 0 30.3% 9.2%

40～64歳 37 73 30 14 6 3 1 1 19.3% 3.7%

65歳以上 20 40 27 21 15 11 8 6 52.8% 27.8%

総数 1,632 1,572 1,228 970 768 651 600 602 67.1% 62.1%

男 計 1,567 1,449 1,165 932 745 636 590 596 68.2% 63.9%

15～39歳 206 217 194 173 184 231 282 333 133.4% 192.4%

40～64歳 1,039 938 710 475 319 217 194 185 45.8% 38.9%

65歳以上 322 294 261 284 242 188 114 78 66.1% 27.5%

女 計 65 123 63 38 23 15 10 7 38.6% 17.5%

資料：漁業ｾﾝｻｽ

年齢階層別漁業就業者の流出入率・増減率の推移（4市町 計）

H20～H30の2回の平均変化率と30～44歳層期待加入率が続く想定のコーホート法による推計

H15 H20 H25 H30 R5 R10 R15 R20

2003 2008 2013 2018 2023 2028 2032 2037

総数

男 計

15～19歳 133.3% 237.5% 63.2% 150.3% 150.3% 100.0% 100.0%

20～24歳 516.7% 350.0% 205.3% 277.6% 277.6% 277.6% 277.6%

25～29歳 178.6% 119.4% 160.7% 140.0% 140.0% 140.0% 140.0%

30～34歳 204.3% 116.0% 78.4% 105.0% 105.0% 105.0% 105.0%

35～39歳 120.9% 110.6% 82.8% 105.0% 105.0% 105.0% 105.0%

40～44歳 108.5% 103.7% 84.6% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

45～49歳 123.1% 79.8% 86.9% 83.3% 83.3% 83.3% 83.3%

50～54歳 115.8% 89.6% 94.4% 92.0% 92.0% 92.0% 92.0%

55～59歳 111.2% 86.4% 101.6% 94.0% 94.0% 94.0% 94.0%

60～64歳 79.8% 80.5% 78.8% 79.7% 79.7% 79.7% 79.7%

65～69歳 61.0% 62.2% 63.7% 62.9% 62.9% 62.9% 62.9%

70～74歳 53.6% 67.6% 66.7% 67.1% 67.1% 67.1% 67.1%

75歳以上 55.2% 48.5% 66.0% 57.2% 57.2% 57.2% 57.2%

女 計

15～39歳 125.0% 60.0% 50.0% 55.0% 55.0% 55.0% 55.0%

40～64歳 197.3% 41.1% 46.7% 43.9% 43.9% 43.9% 43.9%

65歳以上 200.0% 67.5% 77.8% 72.6% 72.6% 72.6% 72.6%

増減状況

年齢階層別漁業就業者数の推移と将来の安定化に向けた加入想定による将来推計 

（2 市 2 町計） 
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５ 関連施策 

活用を予定している関連施策名とその内容及びプランとの関係性 

事業名 事業内容及び浜の活力再生広域プランとの関係性 

広域浜プラン緊急対

策事業(広域浜プラン

実証調査) 

内容 ：広域浜プランに基づく取組を具体的に進めていくために必

要な活動への支援 

関連性：鮮度保持・衛生管理技術の習得を支援、販路拡大・六次産

業化の取組 

広域浜プラン緊急対

策事業(クロマグロの

混獲回避活動支援) 

内容 ：定置網におけるクロマグロの入網が確認された際、混獲を

回避するためクロマグロの混獲を回避する取組を行う 

関係性：定置網漁業の安定的操業を図る 

水産業競争力強化緊

急施設整備事業 

内容 ：漁村地域において、事業実施者が実施する競争力強化のた

めの施設整備に対する支援 

関連性：地域活性化に取り組むための施設として海業支援施設を整備 

水産業競争力強化漁

船導入緊急支援事業 

内容 ：中核的漁業者が所得向上に取り組むために必要な中古船又

は新造漁船を導入することに対する支援 

関連性：所得向上に取り組む中核的漁業者の漁船リース 

水産業競争力強化金

融支援事業 

内容 ：競争力強化型機器等導入緊急対策事業を活用する漁業者等

に対する融資について、漁業者等が負担する金利を助成 

関連性：競争力強化型機器等導入緊急対策事業の活用に伴い活用 

競争力強化型機器等

導入緊急対策事業 

内容 ：生産性の向上、省力・省コスト化に資する機器等の導入を支

援 

関連性：所得向上のために、操業コストの削減や生産性の向上を図

る機器等を導入 

水産業競争力強化漁

港機能増進事業 

内容 ：漁村地域において、漁港管理者が実施する競争力強化のた

めの施設整備に対する支援 

関係性：漁業関係者の車両や漁船等の安全性を確保するための施設

として、岸壁への車止めの設置等を実施 

水産多面的機能発揮

対策事業 

内容 ：水産業の再生・漁村の活性化を図るため、漁業者等が行う

多面的機能の効果的・効率的な発揮に資する地域の取組み

を支援 

関係性：環境・生態系保全に関わる砂質漁場の耕うん、稚貝の密度

管理となる移殖 


